
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

本人確認書類 → 運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)などの写し 

指定口座確認書類 → 金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し 

平成 27年 11月 10日発行（次号 11月 25日） 

お知らせ版に関する問合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：圓崎
えんざき

 宏美
ひ ろ み

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 

お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

お知らせ版 

春が楽しみ！クリーンアップ宮崎 

「クリーンアップ宮崎」が行われ、約２００名のボランティアの皆さんで富田浜のゴミ拾いとルピナスの

種まきを行いました。ルピナスは富田浜公園と富田浜入り江を臨む斜面にまかれ、春には黄色の美しい花を

咲かせてくれることでしょう。春が待ち遠しいですね。 

 

図書館、資料館、公民館等機能を備えた新富町複合施設の来場者に対 

して、軽飲食を提供するカフェ等運営事業者を公募します。 

○出店場所 新富町複合施設１階 

○期  間 平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの３年間 

○スケジュール 現地説明会参加申込受付 １１月２５日（水）まで 

現地説明会       １１月２７日（金） 

参加申込書受付     １２月１１日（金）まで 

○出店の考え方 

（１）複合施設にふさわしい店舗…新しい施設は来場者が長時間にわたり 

滞在して利用する施設です。居心地のよい空間となるよう、店舗の内 

装やインテリアに工夫を施し、利用者の動線に配慮したレイアウトを 

ご検討いただきます。 

（２）町民サービスの向上に関する仕組み…来場者のみなさんのニーズに 

沿った店舗として、商品の種類や価格、サービスの内容を工夫してい 

ただきます。 

（３）安定的で継続的な店舗運営…店舗運営においては継続して安定的な運営を目指していただきたいた

め、営業時間や営業日の設定、従業員の配置計画、商品の納入計画を工夫していただきます。 

◎詳しくは生涯学習課または新富町ホームページをご覧ください。 

問合せ：生涯学習課 

（担当）有馬
あ り ま

義人
よ し と

 ☎33-1022 

複合施設は、生涯学習や地域づくりに
活用され、多くの利用者の拠点となると
ともに、それぞれが自分の時間を自由
に過ごすことができ、「出会いが生まれ
る。みんなの居場所」になることが期待
されています。 

平成２７年度臨時福祉給付金をまだ申請されていない方は、早急に手続き 

をお願いします。 

給付対象者 ○基準日（平成２７年１月１日）に住民票が新富町にある方 

○平成２７年度分町民税（均等割）が課税されていない方 （未申告の方は、速やかに申告を！） 

※本人が市町村民税（均等割）非課税であっても、課税されている方に扶養されている場合や生活保護制度

の被保護者などは対象外です。 

申請手続き ○臨時福祉給付金申請（請求）書に、本人確認書類及び指定口座確認書類を添付して新富町役

場福祉課へご請求ください。 

 

 

※昨年度の受給者で受取口座に変更がない方は、本人確認書類及び指定口座確認書類の提出は必要ありません。 

問合せ：福祉課 

（担当）井上
いのうえ

透
とおる

 ☎33-6382 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有権者または有権者となる者として

政治や選挙に関する認識を深めるとと

もに、主権者意識や政治・選挙への参加

意欲を高めることを目的として、『わけ

もんの主張』を右のとおり開催します。 

若い有権者のみなさん、選挙や政治

に対して日頃考えていることや感じて

いることを発表してみませんか？ 興

味のある方は新富町選挙管理委員会ま

でご連絡ください。 

問合せ：選挙管理委員会 

（担当）関屋博之
せきやひろゆき

 ☎33-6002 

○日時 １１月２４日（火）午前９時から 

○場所 新富町役場２階中会議室 

【傍聴について】 

※会議の傍聴をされる方は、当日、開催予定時刻の１０分前までに開催場所にて受付を済ませてください。 

※議案の内容及び定員を超えた場合は、入場を制限する場合があります。 

問合せ：教育総務課 

（担当）小倉
お ぐ ら

令子
れ い こ

 ☎33-6079 

１１月は国民健康保険税(第５期)の納期となっております。 

新富町は口座振替を推進しておりますので、納付書で納められている 

方は、口座振替もご検討ください。 

○納期限 １１月３０日（月） ○口座振替日 １１月２５日（水）  

※口座振替は、事前に残高の確認をお願いします。  

※残高が不足している場合、１２月７日（月）に再度引き落としをさせていただきます。 

※納期を経過した分に関しては督促料、延滞金が加算されますのでご注意ください。  

※１１月納期限の納付書でのコンビニエンスストア利用期間は、１２月２１日（月）までですのでご注意下さい。 

問合せ：税務課 

（担当）黒木
く ろ ぎ

裕介
ゆうすけ

 ☎33-6076 

【児湯支会予選会】 

○日時 平成２８年１月２３日（土）午後１時～午後４時３０分 

○場所 西都市文化ホール 

【宮崎県本大会】 

○日時 平成２８年２月１３日（土）午後１時～午後４時まで 

○場所 宮崎県議会議場（宮崎市） 

【発表者募集要項】 

○募集人員 １名（男女は問いません） 

○応募資格 町内在住の高校１年生～２９歳の方 

○応募方法 新富町選挙管理委員会まで電話（☎３３ 

－６００２）でお申込みください。 

○応募締切 １１月２４日（火） 

★発表者には、記念品を贈呈いたします。 

新富町では、行政情報や災害時の緊急 

放送を行う放送端末機（ＩＰ告知端末機） 

を設置しています。また、町内全域に光 

ファイバー網を整備し、各家庭に高速インターネットが可能な環境を整えて

います。まだ、申込まれていない方は、ぜひ申込みをご検討ください。 

※端末機の申込みと同時に、ＮＴＴひかり電話サービスまたは光インターネットサービ

スへの申込みも必要です。 

問合せ：総務財政課 

（担当）川西
かわにし

、宮本
みやもと

 ☎33-6501 

◎新富町有線ラジオ放送施設は、「特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛省）」を利用して運用しています。 

福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政(国・県・町)に関して困ったことや相談

したいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。 

○日 時 １１月２７日（金）  午前９時３０分～正午 

○場 所 老人福祉センター 

○相談員 髙木正敏(新田新町) 

問合せ：総務財政課 

（担当）児玉
こ だ ま

洋平
ようへい

 ☎33-6002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本の読み聞かせと音楽に加え、布絵本や布のおもちゃを使ってお子様だけでなく保護者の方々も一緒に

楽しめるイベントです。参加は無料で、途中からの参加でも構いません。ぜひ遊びに来てください！ 

○日時 １１月２８日（土） 午前１０時～１１時３０分頃 

○場所 新富町文化会館（ホワイエ） 

○対象児童 幼稚園児～小学２年生まで 

問合せ：生涯学習課 

（担当）桐山
きりやま

雄一
ゆういち

 ☎33-1022 

第１５回 新富町民ミュージカル「為朝の矢 ～心の矢を放て！～」 

毎年恒例！新富町民によるオリジナルのミュージカルです。 

公演日時 会 場 入場料 

１２月２６日（土）午後６時開演 大ホール〔全席自由〕 
大人 1,000円・小人 500円 

※文化会館にてチケット発売中。 

≪支援事業≫「クリーンエース４５周年 東日本大震災チャリティーコンサート」 

公演日時 会 場 入場料 

１１月２８日（土）午後６時３０分開演 大ホール〔全席自由〕 
一般 500円、中高生 300円 

※小学生以下無料 

◎新富音楽祭チケット発売日のお知らせ 

第１６回 新富音楽祭は「海援隊トーク＆ライブ」に決定いたしました。つきましては、文化会館または各

プレイガイドにて１１月２９日(日)午前９時より（プレイガイドは各開店時間より）チケットを販売します。 

会館での販売に関しましては、発売日初日のみ窓口での販売を優先するため電話でのご予約は座席の指定

ができませんのでご了承下さい。 

公演日時 会 場 入場料 

平成２８年２月２８日（日）午後５時開演 大ホール〔全席指定〕 4,500円（当日 500円増） 

≪プレイガイド≫ 岩元酒店・オフィスナガトモ・サンルピナス・たかがき書店・夢茶房・ながの屋(新富店・高鍋店)・ 

うめこうじ(佐土原店・西都店)・ショッピングセンターパオ・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラス 

問合せ：新富町文化会館 ☎33-6205 

７月１０日発行お知らせ版にて資格者証の更新手続きについてご案内しましたが、現在も未更新の方がお

られます。受給資格者証は、入院時に医療機関窓口への提示でひと月の支払いが 1,000円になり、また、通院

時は福祉課への申請で助成を受けることができます。未更新の方は、福祉課（役場９番窓口、受付時間は平日

の午前８時３０分から正午及び午後１時から午後５時１５分までです。）で更新手続きを行ってください。 

○お持ちいただくもの 

身体障害者手帳または療育手帳(両方お持ちの方は両方とも)、健康保険証、旧受給資格者証、印鑑（スタン

プ式印鑑不可）、平成２７年１月 1日現在で新富町に住所のなかった方（生計を維持する方を含む）は旧住所

地の所得・扶養証明書 

◎次の受給資格に該当し未申請の方も、申請手続を行ってください。 

・身体障害者手帳１級または２級の方 ・療育手帳Ａの方 

・身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂ1を両方お持ちの方 

問合せ：福祉課 

（担当）宮崎
みやざき

智恵
ち え

美
み

 ☎33-6382 

高鍋公共職業安定所では、就職を希望されている障がいのある方を対象に、西都・児湯地区の５つの事業所

が参加して説明会を行います。また、相談を希望される方の相談会もあわせて実施します。 

○日   時 １１月１８日（水） 午後１時３０分～午後３時３０分 

○場   所 高鍋公共職業安定所（ハローワーク高鍋） 

○必要なもの 障害者手帳など障がいを確認できるもの 

◎お問合せ先 高鍋公共職業安定所（ハローワーク高鍋）☎0983-23-0848 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日 時 １２月６日(日) 午前８時１５分～午後３時 

○場 所 航空自衛隊新田原基地及び同周辺空域 

○主要イベント 

・基地所属航空機（戦闘機等）による飛行展示 

・ブルーインパルスによる曲技飛行 

・陸海空自衛隊機、装備品等の地上展示 

・各種アトラクション 

○入場料 無料 

○航空祭用駐車場（※詳しくは、基地ホームページをご確認ください。） 

基地内には一般車両（２輪車含む）駐車場はありません。臨時駐車場をご利用ください。 

基地内には、乗客同乗の大型バス、マイクロバスは駐車可能ですが、駐車場には限りがあります。満車に

なりしだい臨時駐車場をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

◎お願い 

混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用下さい。なお、基地周辺の路上（県道、市道、

農道、私道等）駐車や私有地への立入は、近隣住民の多大な迷惑になりますので厳に慎んで下さい。 

 基地周辺の道路は、交通規制がおこなわれます。係員の誘導に従い通行して下さい。 

問合せ：航空自衛隊 新田原基地 

 第５航空団司令部監理部 広報班 

〒889-1492  

宮崎県児湯郡新富町大字新田 19581 

☎0983-35-1121 
URL：http://www.mod.go.jp/asdf/nyutabaru/ 

人権
じんけん

コーナー 『障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する配慮
はいりょ

』 

私
わたし

たちが生活
せいかつ

する社会
しゃかい

のなかにはいろいろな 障
しょう

がいのある人
ひと

がいます。ひとくちに 障
しょう

がいのある人
ひと

といってもその 障
しょう

がいはいろいろで、配慮
はいりょ

するポイントもさまざまです。 私
わたし

たちは、それぞれの 障
しょう

が

いの特徴
とくちょう

をよく理解
り か い

してその人
ひと

にあった接
せっ

し方
かた

を心
こころ

がけましょう。 障
しょう

がいのある人
ひと

で困
こま

っている人
ひと

に

は積極的
せっきょくてき

に声
こえ

をかけ、手助
て だ す

けを行
おこな

いましょう。 

また、 障
しょう

がいのある人
ひと

が介添
か い ぞ

えの人
ひと

と一緒
いっしょ

に本人
ほんにん

の用事
よ う じ

で来
こ

られた時
とき

には、まず本人
ほんにん

に声
こえ

をかけるこ

とがとても大事
だ い じ

です。本人
ほんにん

の用事
よ う じ

で来
こ

られたのに介添
か い ぞ

えの人
ひと

に話
はな

したり、説明
せつめい

したりすることは本人
ほんにん

の 心
こころ

を深
ふか

く傷
きず

つけることになります。 

「もし、自分
じ ぶ ん

がその立場
た ち ば

だったら」とつねに考
かんが

え、差別
さ べ つ

のない平和
へ い わ

な社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 

問合せ：総務財政課 （担当）井下喜
いのしたよし

仁
ひと

 ☎33-6002 

 

ガスボンベやスプレー缶などの出し方 
ガスボンベ、スプレー缶やガスライターをごみとして出す際、中のガスが残っていると、 

ごみ収集やごみ処理施設での作業中に爆発・炎上することがあり大変危険です。必ず使い 

切り、缶については穴を開けて完全にガスを抜くようにしてください。 

ごみとして出した後に処理する人がいるということを考えて、必ずルールを守って下さい。 

※スプレー缶などの中身を抜くときや缶に穴をあける際は、周囲に火の気の無い風通しのよい場所で行ってください。 

ごみの野外焼却はやめましょう 
ごみの野外焼却（野焼き）は一部の例外を除き原則禁止されています。 

また、野外焼却に対して、町民より「煙で窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「悪臭で気

分が悪くなる」などの苦情が寄せられており、付近の住民に迷惑をか 

けることになります。 

ごみは焼却せず、きちんと分別を行い指定ごみ袋で決められた日に 

出してください。 

問合せ：環境水道課 

（担当）宮本
みやもと

・杉田
す ぎ た

 ☎33-6072 

平成 28年版県民手帳 


